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�愛媛県規則第３３号
災害救助法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し又は流出し、居住す

る住家がない者であつて、自らの資力では住家を得ることがで

きないものに、建設し供与するもの（以下「建設型仮設住宅」

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し又は流出し、居住す

る住家がない者であつて、自らの資力では住家を得ることがで

きないものに、建設し供与するもの（以下「建設型仮設住宅」
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という。）、民間賃貸住宅を借り上げて供与するもの（以下

「借上型仮設住宅」という。）その他適切な方法により供与す

るものである。

ア 建設型仮設住宅

� 省略

� 建設型仮設住宅の１戸当たりの規模は、応急救助の趣旨

を踏まえ、当該地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、

その設置のため支出することができる費用は、設置に係る

原材料費、労務費、附帯設備工事費、輸送費、建築事務費

等の一切の経費として、５，６１０，０００円以内とする。

�～� 省略

イ 省略

２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

� 炊き出しその他による食品の給与

ア・イ 省略

ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出する

ことができる費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、１

人１日当たり１，１４０円以内とする。

エ 省略

� 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出する

ことができる費用は、季別及び世帯区分により１世帯当たり次

に定める額以内とする。この場合において、季別は、災害発生

の日をもつて決定する。

� 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

という。）、民間賃貸住宅を借り上げて供与するもの（以下

「借上型仮設住宅」という。）その他適切な方法により供与す

るものである。

ア 建設型仮設住宅

� 省略

� 建設型仮設住宅の１戸当たりの規模は、応急救助の趣旨

を踏まえ、当該地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、

その設置のため支出することができる費用は、設置に係る

原材料費、労務費、附帯設備工事費、輸送費、建築事務費

等の一切の経費として、５，５１６，０００円以内とする。

�～� 省略

イ 省略

２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

� 炊き出しその他による食品の給与

ア・イ 省略

ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出する

ことができる費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、１

人１日当たり１，１３０円以内とする。

エ 省略

� 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出する

ことができる費用は、季別及び世帯区分により１世帯当たり次

に定める額以内とする。この場合において、季別は、災害発生

の日をもつて決定する。

� 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

夏

季

４月

から

９月

まで

円

１８，５００

円

２３，８００

円

３５，１００

円

４２，０００

円

５３，２００

円

省略

夏

季

４月

から

９月

まで

円

１８，４００

円

２３，７００

円

３４，９００

円

４１，８００

円

５２，９００

円

省略

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

３０，６００ ３９，７００ ５５，２００ ６４，５００ ８１，２００ １１，２００
冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

３０，４００ ３９，５００ ５４，９００ ６４，２００ ８０，８００ １１，１００

� 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 � 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

４月

円 円 円 円 円 円

省略 ４月

円 円 円 円 円 円

省略
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附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。

夏

季

から

９月

まで

６，０００ ８，１００ １２，２００ １４，８００ １８，７００
夏

季

から

９月

まで

６，０００ ８，１００ １２，１００ １４，７００ １８，６００

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

９，８００ １２，８００ １８，１００ ２１，５００ ２７，１００

省略

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

９，８００ １２，７００ １８，０００ ２１，４００ ２７，０００

省略

エ 省略

４・５ 省略

６ 被災した住宅の応急修理

ア 省略

イ 住宅の応急修理の規模は、居室、炊事場、便所等日常生活に

欠くことのできない部分とし、その修理のため支出することが

できる費用は、１戸当たり５８４，０００円以内とする。

ウ・エ 省略

７・８ 省略

９ 埋葬

ア・イ 省略

ウ 埋葬のため支出することができる費用は、１体当たり大人

２１１，３００円以内、小人１６８，９００円以内とする。

エ 省略

１０ 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出することができる費用は、ロープ、

スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購

入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町内において障害

物の除去を行つた１世帯当たり平均１３５，４００円以内とする。

ウ 省略

１２ 省略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第４条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２２，５００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１５，７００円以内

ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師 １人１日当たり

１５，８００円以内

エ 救急救命士 １人１日当たり１３，７００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり１５，６００円以内

カ 大工 １人１日当たり２１，２００円以内

キ 左官 １人１日当たり２１，８００円以内

ク とび職 １人１日当たり２１，６００円以内

�・� 省略

２ 省略

エ 省略

４・５ 省略

６ 被災した住宅の応急修理

ア 省略

イ 住宅の応急修理の規模は、居室、炊事場、便所等日常生活に

欠くことのできない部分とし、その修理のため支出することが

できる費用は、１戸当たり５７４，０００円以内とする。

ウ・エ 省略

７・８ 省略

９ 埋葬

ア・イ 省略

ウ 埋葬のため支出することができる費用は、１体当たり大人

２１０，２００円以内、小人１６８，１００円以内とする。

エ 省略

１０ 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出することができる費用は、ロープ、

スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購

入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町内において障害

物の除去を行つた１世帯当たり平均１３５，１００円以内とする。

ウ 省略

１２ 省略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第４条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２２，９００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１５，９００円以内

ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師 １人１日当たり

１５，６００円以内

エ 救急救命士 １人１日当たり１３，８００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり１５，８００円以内

カ 大工 １人１日当たり２０，８００円以内

キ 左官 １人１日当たり２１，４００円以内

ク とび職 １人１日当たり２１，２００円以内

�・� 省略

２ 省略
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告 示

��������������

�愛媛県告示第５６４号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額

及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示第５７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最

低限度額及び最高限度額の規定は、平成３０年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「年金たる補

償」という。）に係る補償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係

る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第５６５号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額（平成８年５月愛媛県

告示第７４８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額の規定は、平

成３０年４月１日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層 最低限度額 最高限度額 年齢階層 最低限度額 最高限度額

２０歳未満 ４，７４８円 １３，２８４円 ２０歳未満 ４，７５１円 １３，２８７円

２０歳以上２５歳未満 ５，３７７円 １３，２８４円 ２０歳以上２５歳未満 ５，３３３円 １３，２８７円

２５歳以上３０歳未満 ５，９６７円 １４，２５５円 ２５歳以上３０歳未満 ５，８９４円 １３，９５８円

３０歳以上３５歳未満 ６，３０４円 １７，３５３円 ３０歳以上３５歳未満 ６，２３３円 １６，４５６円

３５歳以上４０歳未満 ６，６７３円 １９，２８６円 ３５歳以上４０歳未満 ６，６５４円 １９，１５７円

４０歳以上４５歳未満 ６，９２６円 ２１，３９３円 ４０歳以上４５歳未満 ６，８９３円 ２１，２７９円

４５歳以上５０歳未満 ７，０２０円 ２３，９０５円 ４５歳以上５０歳未満 ７，０３１円 ２４，２６９円

５０歳以上５５歳未満 ６，８１２円 ２５，２５７円 ５０歳以上５５歳未満 ６，７９２円 ２５，６３０円

５５歳以上６０歳未満 ６，３１３円 ２４，８５９円 ５５歳以上６０歳未満 ６，１９１円 ２４，９７６円

６０歳以上６５歳未満 ５，１４２円 １９，７２６円 ６０歳以上６５歳未満 ５，００９円 ２０，２９７円

６５歳以上７０歳未満 ３，９３０円 １５，２９１円 ６５歳以上７０歳未満 ３，９２０円 １５，５５８円

７０歳以上 ３，９３０円 １３，２８４円 ７０歳以上 ３，９２０円 １３，２８７円

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

愛 媛 県 報平成３０年５月２９日 第２９７９号
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�愛媛県告示第５６６号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第５１条第２項及び第４項の規定によ

り、狩猟免許更新に係る適性試験及び講習（以下「適性試験等」という。）を次のとおり実施する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 対象者

法第３９条第１項の規定による狩猟免許を受けており、当該免許の有効期間が平成３０年９月１４日に満了する者

２ 適性試験等の実施の日時及び場所

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１０５，２９０円を超える

ときは、１０５，２９０円）

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１０５，１３０円を超える

ときは、１０５，１３０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が５７，１９０

円以下であるときに

限る。）。

月額５７，１９０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が５７，１１０

円以下であるときに

限る。）。

月額５７，１１０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が５２，６５０円を超える

ときは、５２，６５０円）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が５２，５７０円を超える

ときは、５２，５７０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が２８，６００

円以下であるときに

限る。）。

月額２８，６００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が２８，５６０

円以下であるときに

限る。）。

月額２８，５６０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

所 管 の 地 方 局 会 場 の 名 称 実 施 日 時
実 施 場 所

会 場 所 在 地

東 予 地 方 局 東 予 第 １ 会 場 平成３０年７月４日（水）午前９時 今治市伯方公民館２階大ホー
ル 今治市伯方町木浦甲１２３４
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同 上 東 予 第 ２ 会 場 平成３０年７月５日（木）午前９時 今 治 市 民 会 館 大 会 議 室 今治市別宮町一丁目４－１

同 上 東 予 第 ３ 会 場 平成３０年７月１１日（水）午前９時 今治市伯方公民館２階大ホー
ル 今治市伯方町木浦甲１２３４

同 上 東 予 第 ４ 会 場 平成３０年７月１２日（木）午前９時 愛媛県産業技術研究所 紙産
業技術センター研修室 四国中央市妻鳥町乙１２７

同 上 東 予 第 ５ 会 場 平成３０年７月１２日（木）午前９時 今 治 市 民 会 館 大 会 議 室 今治市別宮町一丁目４－１

同 上 東 予 第 ６ 会 場 平成３０年７月２６日（木）午前９時 土 居 文 化 会 館 大 会 議 室 四国中央市土居町入野９３９

同 上 東 予 第 ７ 会 場 平成３０年８月９日（木）午後１時 東予地区自動車整備協同組合
自動車会館 新居浜市本郷三丁目５－３５

同 上 東 予 第 ８ 会 場 平成３０年８月１０日（金）午後１時 東予地区自動車整備協同組合
自動車会館 新居浜市本郷三丁目５－３５

同 上 東 予 第 ９ 会 場 平成３０年８月２４日（金）午後１時 西条市中央公民館多目的ホー
ル 西条市周布４０１－１

同 上 東 予 第 １０ 会 場 平成３０年８月２６日（日）午後１時 東予地方局７階大会議室 西条市喜多川７９６－１

中 予 地 方 局 中 予 第 １ 会 場 平成３０年７月４日（水）午前９時 美川農村環境改善センター多
目的ホール

上浮穴郡�万高原町上黒岩２９
２３－１

同 上 中 予 第 ２ 会 場 平成３０年７月６日（金）午前９時 �万町民会館２階ホール 上浮穴郡�万高原町�万１８８

同 上 中 予 第 ３ 会 場 平成３０年７月１８日（水）午後１時 伊予市保健センター第１、２
会議室 伊予市尾崎３－１

同 上 中 予 第 ４ 会 場 平成３０年７月１９日（木）午後１時 伊予市中山地区公民館１階第
１会議室

伊予市中山町出渕２番耕地１３
８－１

同 上 中 予 第 ５ 会 場 平成３０年７月２４日（火）午前９時 砥部町中央公民館２階講座室 伊予郡砥部町宮内１３６９

同 上 中 予 第 ６ 会 場 平成３０年７月２７日（金）午前９時 東温市川内公民館１階大ホー
ル 東温市南方２６４

同 上 中 予 第 ７ 会 場 平成３０年７月３１日（火）午後１時 松山市北条コミュニティセン
ター３階ふれあいホール 松山市北条辻６

同 上 中 予 第 ８ 会 場 平成３０年８月３日（金）午後１時 愛媛県立図書館５階多目的ホ
ール 松山市堀之内

同 上 中 予 第 ９ 会 場 平成３０年８月２２日（水）午後１時 愛媛県生涯学習センター４階
大研修室 松山市上野町甲６５０

同 上 中 予 第 １０ 会 場 平成３０年９月２日（日）午後１時 松前総合文化センター２階ふ
れあい展示室 伊予郡松前町大字筒井６３３

南 予 地 方 局 南 予 第 １ 会 場 平成３０年７月１２日（木）午後１時 広 見 体 育 セ ン タ ー 北宇和郡鬼北町近永８００－１

同 上 南 予 第 ２ 会 場 平成３０年７月１８日（水）午前９時 大洲市徳森公園管理センター
（平公民館）大ホール 大洲市徳森２２８０－２

同 上 南 予 第 ３ 会 場 平成３０年７月１８日（水）午後１時 愛南町御荘文化センター２階
大研修室

南宇和郡愛南町御荘平城３０６３
－１

同 上 南 予 第 ４ 会 場 平成３０年７月１９日（木）午後１時 南予地方局八幡浜庁舎７階大
会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７

同 上 南 予 第 ５ 会 場 平成３０年７月１９日（木）午後１時 吉 田 公 民 館 大 ホ ー ル 宇和島市吉田町東小路甲１０６

同 上 南 予 第 ６ 会 場 平成３０年７月２４日（火）午後１時 愛媛県歴史文化博物館２階第
１、２研修室

西予市宇和町卯之町四丁目１１
－２

同 上 南 予 第 ７ 会 場 平成３０年７月２４日（火）午後１時 岩 松 公 民 館 大 集 会 室 宇和島市津島町岩松甲４７１

同 上 南 予 第 ８ 会 場 平成３０年７月３１日（火）午前９時 大洲市徳森公園管理センター
（平公民館）大ホール 大洲市徳森２２８０－２

同 上 南 予 第 ９ 会 場 平成３０年７月３１日（火）午後１時 愛南町一本松山村開発センタ
ー大会議室 南宇和郡愛南町一本松３５２０

同 上 南 予 第 １０ 会 場 平成３０年８月２日（木）午前９時 内子町内子東自治センタート
レーニング室 喜多郡内子町五百木１８７

愛 媛 県 報平成３０年５月２９日 第２９７９号
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３ 申込みの手続

� 提出書類等

ア 狩猟免許更新申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許更新申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 更新しようとする免許の種類ごとに各２，９００円

カ 受験票等の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 書類等の提出先

申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部�万高原森林林業課若しくは東予地方局産業
経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班（以下「林業課」という。）とする。

� 申込みの期限

原則として希望する適性試験等実施日前１４日とする。

� その他

ア 書類の提出は、持参又は郵送によること。

イ 狩猟免許更新申請書は、林業課において、希望者に配付する。

ウ 申込者の適性試験等の日時及び場所は、所管地方局長が指定し、通知する。

�愛媛県告示第５６７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６８号
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第１１条の規定により、登録研修機関から次のとおり登録研修機関の住所及び事

業所の所在地を変更する旨の届出があった。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

同 上 南 予 第 １１ 会 場 平成３０年８月９日（木）午前９時 大洲市徳森公園管理センター
（平公民館）大ホール 大洲市徳森２２８０－２

同 上 南 予 第 １２ 会 場 平成３０年８月１６日（木）午後１時 西予市野村林業総合センター
３階第１会議室 西予市野村町野村１２号６１９

同 上 南 予 第 １３ 会 場 平成３０年８月２１日（火）午後１時 西予市総合センターしろかわ
２階大会議室 西予市城川町下相９５１

同 上 南 予 第 １４ 会 場 平成３０年８月２８日（火）午前９時 内子町内子東自治センタート
レーニング室 喜多郡内子町五百木１８７

同 上 南 予 第 １５ 会 場 平成３０年８月２９日（水）午後１時 南予地方局八幡浜庁舎７階大
会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７

同 上 南 予 第 １６ 会 場 平成３０年９月２日（日）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７－１

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

マルニ薬局平井店 松山市平井町２６１７番地 マルニ調剤薬局有限会社 精神通院医療（薬
局）

平成３０年
５月１日

フロンティア薬局大洲中央店 大洲市田口甲８６－１番地大洲中央ビル
１０３号 株式会社フロンティア 精神通院医療（薬

局）
平成３０年
５月１日

愛 媛 県 報平成３０年５月２９日 第２９７９号
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�愛媛県告示第５７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市松神子土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

平成３０年５月２９日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

退 任

�������
�愛媛県告示第５７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市港新地土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成３０年５月２９日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市朔日市新田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成３０年５月２９日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

就 任

�愛媛県告示第５６９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

登録研修機関
かくたん

喀痰吸引等研修の業務を行う事業所
変更年月日

名 称 住 所 名 称 所 在 地

ほけんし株式会社

（変更後）
東京都台東区上野３－１８－１３パ
ークリーガル上野ビル６Ｆ

ほけんし株式会社

（変更後）
東京都台東区上野３－１８－１３パ
ークリーガル上野ビル６Ｆ

平成３０年５月１日
（変更前）
東京都台東区元浅草３－１９－９
ＭＩビル１Ｆ

（変更前）
東京都台東区元浅草３－１９－９
ＭＩビル１Ｆ

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

松山三越・ファッション
タウン アヴァ

松山市一番町三丁目
１番地１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社松山三越
ほか２２者

株式会社松山三越
ほか２０者

平成３０年
４月１日
ほか

平成３０年
５月１８日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 勝 利 新居浜市又野１－８－３９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 譲 西条市樋之口４５６番地の８

〃 川 又 則 昭 西条市樋之口４５６番地の３

〃 小 山 真 吾 西条市港３６３番地

〃 宮 嶋 英 忠 西条市本町９４番地

〃 築 山 富 市 西条市市塚６４番地

〃 越 智 易 孝 西条市樋之口１０９番地

〃 青 木 徹 西条市古川甲２５番地の３

監 事 上 路 健 一 西条市樋之口１２６番地

〃 鈴 木 敏 西条市古川１５３番地の３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 譲 西条市樋之口４５６番地の８

〃 川 又 則 昭 西条市樋之口４５６番地の３

〃 小 山 真 吾 西条市港３６３番地

〃 宮 嶋 英 忠 西条市本町９４番地

〃 築 山 富 市 西条市市塚６４番地

〃 越 智 易 孝 西条市樋之口１０９番地

〃 青 木 徹 西条市古川甲２５番地の３

監 事 上 路 健 一 西条市樋之口１２６番地

〃 鈴 木 敏 西条市古川１５３番地の３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 健 治 西条市玉津６４８番地３

〃 秋 山 賢 治 西条市朔日市６３１番地３

〃 近 藤 清 政 西条市玉津６７７番地

〃 渡 辺 道 善 西条市朔日市２２０番地

〃 星 加 友 之 西条市朔日市３８番地１

〃 � 橋 滝 雄 西条市朔日市６２８番地

〃 三 好 和 彦 西条市朔日市７３５番地１

〃 越 智 幸一郎 西条市本町３丁目８９

監 事 高 橋 彦 雄 西条市神拝乙１０２番地２

愛 媛 県 報平成３０年５月２９日 第２９７９号
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退 任

�������
�愛媛県告示第５７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市旦之上土地改良区の定款の変更を認可した。

平成３０年５月２９日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�������
�愛媛県告示第５７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市南高井土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の

届出があった。

平成３０年５月２９日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�愛媛県告示第５７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 要 雄 西条市玉津６６６番地３

〃 秋 山 賢 治 西条市朔日市６３１番地３

〃 森 壽 西条市玉津８１番地

〃 渡 辺 道 善 西条市朔日市２２０番地

〃 松 本 節 雄 西条市朔日市３７１番地４

〃 � 橋 滝 雄 西条市朔日市６２８番地

〃 森 壽 西条市玉津８１番地 〃 三 好 和 彦 西条市朔日市７３５番地１

〃 高 橋 晴 雄 西条市神拝乙５番地５

監 事 高 橋 彦 雄 西条市神拝乙１０２番地２

〃 近 藤 清 政 西条市玉津６７７番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宮崎波方線

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番９地先から

同字乙１４８番８地先まで
旧 ５．３～６．０ ０．０２６

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番３２から

同字乙１４２番４まで
新 ５．４～７．６ ０．０２６

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４２番３地先 旧 ４．７～４．８ ０．００４

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４２番５ 新 ４．７～６．０ ０．００４

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番３地先 旧 ４．９～５．０ ０．０１１

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番５ 新 ４．９～６．８ ０．０１１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宮崎波方線
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番３２から

同字乙１４２番４まで
平成３０年５月２９日

〃 〃 今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４２番５ 〃

〃 〃 今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番５ 〃

愛 媛 県 報平成３０年５月２９日 第２９７９号
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�愛媛県告示第５７７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市平井町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成３０年５月２９日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�愛媛県告示第５７８号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５８０号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

監 事 竹 村 章 松山市南高井町５６９－
３

松山市南高井町５０９－
３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号

西予市野村町野村１６号４５番２ 旧 １０．５～３０．７ ０．０２０

西予市野村町野村１６号４５番３から

同町野村１６号４５番４まで
新 １５．０～３３．２ ０．０２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町野村１６号４５番３から

同町野村１６号４５番４まで
平成３０年５月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高瀬松渓線

西予市野村町富野川２１５７番３ 旧 ８．０～８．３ ０．００７

西予市野村町富野川２１５７番４から

同町富野川２１５７番３まで
新 ８．３～１０．２ ０．００７

愛 媛 県 報平成３０年５月２９日 第２９７９号

４３８
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�愛媛県告示第５８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５８３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５８４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高瀬松渓線
西予市野村町富野川２１５７番４から

同町富野川２１５７番３まで
平成３０年５月２９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
西予市野村町高瀬２４８６番地先から

同町高瀬２４７５番２まで
平成３０年５月２９日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人補天会光生
病院 石 丸 雅 巳 今治市室屋町３丁目２番地１０ 平成

３０年５月１日

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 瀬 戸 内 海 病 院 � 垣 健 二 今治市北宝来町２丁目４番地９ 平成
３０年５月１日

心 臓 ・ 呼 吸 器 機 能 障 害 循 環 器 科 瀬 戸 内 海 病 院 越 智 耕 平 今治市北宝来町２丁目４番地９ 平成
３０年５月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

外 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 小 坂 泰二郎 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

３０年５月１日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 白 岡 朗 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

３０年５月１日

ぼうこう又は直腸機能障害 消化器腫瘍外
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 大 木 悠 輔 東温市志津川 平成

３０年５月１日

ぼうこう又は直腸機能障害 消化器腫瘍外
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 中 川 祐 輔 東温市志津川 平成

３０年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 木 下 智 文 東温市志津川 平成

３０年５月１日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 愛媛県立今治病院 鴨 川 賢 二 今治市石井町４丁目５番５号 平成
３０年５月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 愛媛県立新居浜病院 吉 井 豊 史 新居浜市本郷３丁目１番１号 平成
３０年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 酒 井 真一郎 西条市朔日市２６９番地１ 平成

３０年５月１日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 社会福祉法人恩賜財
団済生会今治病院 増 田 善 逸 今治市喜田村７丁目１番６号 平成

３０年５月１日
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�愛媛県告示第５８５号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

水 本 哲 也 今 治 市 医 師 会 市 民 病 院 今治市別宮町７丁目１－４０ 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成３０年
４月１日

羽田野 雅 英 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院 西条市朔日市２６９－１ 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成３０年

４月１日

大 野 芳 敬 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 平成３０年

４月１日

� 米 達 彦 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷３丁目１－１ 平成３０年

４月１日

城 戸 龍 樹 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 医 療 法 人 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３番１号 平成３０年

４月１日

鳥 飼 泰 彦 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 平成３０年

４月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由、呼吸器機能障害 小 児 科 公立学校共済組合四
国中央病院 平 井 洋 生 四国中央市川之江町２２３３番地 平成

３０年４月４日

ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害 内 科 公立学校共済組合四

国中央病院 板 垣 達 三 四国中央市川之江町２２３３番地 平成
３０年４月４日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 公立学校共済組合四

国中央病院 山 本 明 四国中央市川之江町２２３３番地 平成
３０年４月４日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 喜 多 医 師 会 病 院 諸 藤 徹 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成
３０年４月４日

肢 体 不 自 由 理学診療科 伊 予 病 院 坂 本 勇 人 伊予市八倉９０６番地５ 平成
３０年４月４日

呼吸器・ぼうこう又は直腸機能
障害 外 科 住 友 別 子 病 院 花 岡 俊 仁 新居浜市王子町３番１号 平成

３０年４月９日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 住 友 別 子 病 院 柴 田 薫 行 新居浜市王子町３番１号 平成

３０年４月９日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 住 友 別 子 病 院 山 田 晋 也 新居浜市王子町３番１号 平成
３０年４月９日

視 覚 障 害 眼 科 住 友 別 子 病 院 井 上 英 紀 新居浜市王子町３番１号 平成
３０年４月９日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 住 友 別 子 病 院 中 山 隆 雄 新居浜市王子町３番１号 平成
３０年４月９日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 � 門 良 明 東温市志津川 平成

３０年４月１３日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 高 野 昌 平 東温市志津川 平成

３０年４月１３日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 尾 形 直 則 東温市志津川 平成

３０年４月１３日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 能 田 淳 平 東温市志津川 平成
３０年４月１３日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 上 乃 功 東温市志津川 平成

３０年４月１３日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 小 川 日出夫 東温市志津川 平成
３０年４月１３日

ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害

肝臓外科、消
化器内科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 藤 山 泰 二 東温市志津川 平成

３０年４月１３日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・小腸・肝臓機能障害 内 科 西予市立西予市民病

院 小 黒 邦 彦 西予市宇和町永長１４７番地１ 平成
３０年４月１６日
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公 告

�公 告

狩猟免許試験の施行について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第４１条の規定により、狩猟免許試験

を次のとおり施行する。

平成３０年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の種類

� 網猟免許試験

� わな猟免許試験

� 第一種銃猟免許試験

� 第二種銃猟免許試験

２ 試験の日時、場所及び実施する試験の種類

� 平成３０年８月７日（火）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 １ 会 場 西条市小松農村環境改善センター多目的ホー
ル 西条市小松町大頭甲１０４５－１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及

び第二種銃猟

東 予 第 ２ 会 場 東 予 地 方 局 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４－９ 同 上

中 予 第 １ 会 場 松前総合文化センター２階ふれあい展示室他 伊予郡松前町大字筒井６３３ 同 上

南 予 第 １ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ２ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

� 平成３０年９月９日（日）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 ３ 会 場 東予地方局西条第二庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ４ 会 場 東 予 地 方 局 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４－９ 同 上

中 予 第 ２ 会 場 松前総合文化センター２階ふれあい展示室他 伊予郡松前町大字筒井６３３ 同 上

南 予 第 ３ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ４ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

� 平成３０年１２月９日（日）午前９時

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
肝臓機能障害

内 科 西予市立西予市民病
院 中 島 光 晴 西予市宇和町永長１４７番地１ 平成

３０年４月１６日

肢体不自由、小腸・ぼうこう又
は直腸機能障害 消化器外科 愛媛県立新居浜病院 酒 井 堅 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成

３０年４月１６日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

小 児 科 愛媛県立新居浜病院 福 田 光 成 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成
３０年４月１６日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 愛媛県立新居浜病院 三 好 麻衣子 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成
３０年４月１６日

愛 媛 県 報平成３０年５月２９日 第２９７９号
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試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 ５ 会 場 東予地方局西条第二庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

中 予 第 ３ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 他 松山市北持田町１３２ 同 上

南 予 第 ５ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

３ 免許申請書の提出期間

� 平成３０年８月７日の試験に係るものについては、７月１０日（火）から２４日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印

のあるものは、受け付ける。

� 平成３０年９月９日の試験に係るものについては、７月１０日（火）から８月２０日（月）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものは、受け付ける。

� 平成３０年１２月９日の試験に係るものについては、１１月９日（金）から１１月２６日（月）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものは、受け付ける。

４ 免許申請書の請求先及び提出先

受験申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部�万高原森林林業課若しくは東予地方局産
業経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班とする。

５ その他

� 提出書類等

ア 狩猟免許申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 受けようとする免許の種類ごとに法第４９条各号に掲げる者にあっては各３，

９００円、その他の者にあっては各５，２００円

カ 受験票の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 試験場についての注意事項

受験申請者の試験場は、所管地方局長が指定し、通知する。

なお、試験場は、原則として、受験申込者の希望する試験場を指定するが、会場の都合により希望する試験場を指定できない場合が

ある。

� 書類の提出は、持参又は郵送によること。

平成３０年５月２９日 発行
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